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条    例 

那覇市上下水道局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一

部を改正する条例（上下水道局 総務課） 

那覇市条例第15号  

平成29年６月30日  

公   布   済  

 

 

那覇市上下水道局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を改正す

る条例をここに公布する。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  
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告    示 

 

市道の極少指定に関する告示（道路管理課） 

那覇市告示第 137 号  

平成 29 年６月 27 日  

掲 示 済  

 

 

市道の極少指定に関する告示  

 

 

車両制限令（昭和 36 年政令第 265 号）第５条第１項の規定による道路管理者が

自動車の交通量が極めて少ないと認めて指定する道路を次のように定める。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

１．指定する路線                                                          

 

路 線 名 
指定する区間の起点 

指定する区間の終点 

松川９号 
松川２－16－７ 

松川２－16－15 
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平成 29 年度那覇市一般会計補正予算(第１号)（財政課） 

那覇市告示第 149 号  

平成 29 年７月 18 日  

 

 

平成29年(2017年)６月那覇市議会定例会で議決された平成 29年度那覇市一般会計

補正予算(第１号)の要領は次のとおりである。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

平成 29年度那覇市一般会計補正予算(第１号) 

 

 

平成 29年度那覇市の一般会計の補正予算(第１号)は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 69,773千円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 143,329,773千円とする。  

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

（地方債の補正） 

第２条 既定の地方債の変更は、「第２表 地方債補正」による。  

 

第１表 歳入歳出予算補正 

 

歳 入                           （単位：千円） 

款 項 補正前の額 補 正 額 計 

14 国庫支出

金 
 38,018,282 43,808 38,062,090 

2 国庫補助金 6,358,446 38,958 6,397,404 

3 委託金 116,965 4,850 121,815 

15 県支出金  18,542,520 12,186 18,554,706 

2 県補助金 10,502,660 12,186 10,514,846 

16 財産収入  501,330 1,771 503,101 

1 財産運用収入 361,328 1,771 363,099 

18 繰入金  4,543,577 4,652 4,548,229 

2 基金繰入金 4,542,188 4,652 4,546,840 

20 諸収入  1,355,326 5,856 1,361,182 
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4 受託事業収入 40,022 506 40,528 

5 雑入 968,935 5,350 974,285 

21 市債  10,997,473 1,500 10,998,973 

1 市債 10,997,473 1,500 10,998,973 

歳  入  合  計 143,260,000 69,773 143,329,773 

 

歳 出                            （単位：千円） 

款 項 補正前の額 補 正 額 計 

2 総務費  10,040,685 50,469 10,091,154 

1 総務管理費 7,804,935 50,469 7,855,404 

3 民生費  74,223,510 947 74,224,457 

1 社会福祉費 25,110,835 947 25,111,782 

4 衛生費  9,115,627 3,856 9,119,483 

1 保健衛生費 5,078,956 3,856 5,082,812 

7 商工費  1,417,172 8,821 1,425,993 

1 商工費 1,417,172 8,821 1,425,993 

8 土木費      15,354,529 0 15,354,529 

4 都市計画費 8,015,242 0 8,015,242 

9 消防費 

 

 2,564,089 10,210 2,574,299 

1 消防費 2,564,089 10,210 2,574,299 

10 教育費 

 

 16,945,343 △4,530 16,940,813 

1 教育総務費 1,775,446 506 1,775,952 

5 社会教育費 1,662,582 △12,307 1,650,275 

6 保健体育費 2,221,425 7,271 2,228,696 

歳  出  合  計 143,260,000 69,773 143,329,773 
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第２表 地方債補正 

 変 更                                                 (単位：千円) 

起債の目的 

補 正 前 補 正 後 

限度額 

起 
債 
の 
方 
法 

利 
 
 
 
率 

償 
還 
の 
方 
法 

限度額 

起
債
の
方
法 

利 
 
 
 
率 

償
還
の
方
法 

 
1 公立文化
施設整備
事業 

 

10 教育施設
整備事業 

 

 
297,100 

 
 
 

3,673,200 
 
 

 

 
証書
借入
又は
証券

発行 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
年５％

以 内 ( た
だし、利
率見直し

方式で借
り入れる
資金につ

いて、利
率の見直
しを行っ
た後にお
いては、
当該見直
し後の利
率) 

 
償 還 期 間

は、据置期間
を含め30年以
内とする。 

償 還 方 法
は、元利均等、
元金均等等に

よる。 
ただし、財

政の都合によ
り、据置期間
中であっても
繰上償還し、
償還年限を変
更し、又は借
り換えること
ができる。 

 
 

 
202,200  
 
 
 

3,769,600  
 

 

 
補正前に 
同じ 
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身体障害者手帳交付に係る医師の指定について（障がい福祉課） 

那覇市告示第 150 号  

平成 29 年７月 18 日  

 

 

身体障害者手帳交付に係る医師の指定について 

 

 

 身体障害者福祉法（昭和 24年法律第 283号）第 15条第１項の規定に基づき平成

29年６月 28日付け次のように指定した。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

 医師氏名 診療科目 医療機関名 

１ 八巻 文貴 心臓血管外科 沖縄協同病院 

２ 永田 仁 呼吸器外科 沖縄協同病院 

３ 金城 章吾 外科 沖縄赤十字病院 

４ 新里 盛朗 内科 ゆずりは訪問診療所 

５ 髙宮城 陽栄 外科 那覇市立病院 

６ 上江洌 一平 外科 那覇市立病院 

７ 知花 朝史 外科 那覇市立病院 

８ 島袋 耕平 内科 那覇市立病院 

９ 玉城 昭彦 外科 那覇市立病院 

１０ 鹿川 大二郎 外科 那覇市立病院 
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生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国

した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく医

療機関の指定について（保護管理課） 

那覇市告示第 151 号  

平成 29 年７月 18 日  

 

 

生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中

国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく医療機関

の指定について 

 

 

生活保護法（昭和 25年法律第 144号）及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並

びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成

６年法律第 30号）に基づく医療機関について、生活保護法第 49条及び中国残留邦

人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立

の支援に関する法律第 14条第４項の規定による指定医療機関として、次のとおり指

定した。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

名  称 開 設 者 
指定年月日 

所 在 地 

有限会社 東医堂薬局 有限会社 東医堂 

平成 29年５月１日 

那覇市泊１丁目６番地１ １階 
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生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国

した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく医

療機関の変更について（保護管理課） 

那覇市告示第 152 号  

平成 29 年７月 18 日  

 

 

生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中

国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく医療機関

の変更について 

 

 

 生活保護法（昭和 25年法律第 144号）及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並

びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成

６年法律第 30号）に基づく医療機関について、生活保護法第 50条の２及び中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の

自立の支援に関する法律第 14条第 4項の規定による指定医療機関より、次のとおり

変更の届出があった。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

名   称 

変更年月日 

変更事項 変 更 後（ 変 更 前 ） 

調剤薬局 クオレ 

平成29年３月１日 

所在地 

那覇市天久二丁目 28番 24号 

（那覇市天久二丁目28番24号スペースチャイナ

ビル１階 101号） 

訪問看護ステーションいのり 

平成29年６月１日 

所在地 

那覇市若狭一丁目18番11号コーポグランソロ

101 

（那覇市西二丁目４番 17 号那覇ショッピングセ

ンター701） 
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生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国

した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく医

療機関の廃止について（保護管理課） 

那覇市告示第 153 号  

平成 29 年７月 18 日  

 

 

生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中

国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく医療機関

の廃止について 

 

 

 生活保護法（昭和 25年法律第 144号）及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並

びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成

６年法律第 30号）に基づく医療機関について、生活保護法第 50条の２及び中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の

自立の支援に関する法律第 14条第４項の規定による指定医療機関より、次のとおり

廃止の届出があった。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

名   称 開設者 
廃止年月日 

所 在 地 

うらら薬局 有限会社アヴェイル 

平成 29年６月 30日 

那覇市長田二丁目 25番 10号 102 
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生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国

した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく介

護機関の変更について（保護管理課） 

那覇市告示第 154 号  

平成 29 年７月 18 日  

 

 

生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中

国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく介護機関

の変更について 

 

 

生活保護法（昭和 25年法律第 144号）及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並

びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成

６年法律第 30号）に基づく介護機関について、生活保護法第 54条の２第４項にお

いて準用する第 50 条の２及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国

した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第 14 条第４項の規

定による指定介護機関より、次のとおり変更の届出があった。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

名   称 

変更年月日 
変更事項 

変  更  後 

( 変 更 前 ) 

調剤薬局 クオレ 

平成29年３月１日 
所在地 

那覇市天久二丁目 28番 24号 

（那覇市天久二丁目28番24号スペースチャイナ

ビル１階 101号） 

生協総合ケアセンター ヘルパーステーションにじ 

平成28年11月30日 
所在地 

那覇市古波蔵四丁目 10番 10号 

（那覇市古波蔵四丁目 113番３号） 

生協総合ケアセンター 訪問看護ステーションにじ 

平成28年11月30日 
所在地 

那覇市古波蔵四丁目 10番 10号 

（那覇市古波蔵四丁目 113番３号） 

生協総合ケアセンター デイサービスにじ 

平成28年11月30日 
所在地 

那覇市古波蔵四丁目 10番 10号 

（那覇市古波蔵四丁目 113番３号） 
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訪問看護ステーションいのり 

平成29年６月１日 
所在地 

那覇市若狭一丁目 18 番 11 号コーポグランソロ

101 

（那覇市西二丁目４番17号那覇ショッピングセン

ター701） 

デイサービス なんくる 

平成29年７月１日 
所在地 

那覇市三原二丁目７番 23号山城ビル１階 

（繁多川五丁目 22番６号サンライズ繁多川２階） 

 

生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国

した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく介

護機関の廃止について（保護管理課） 

那覇市告示第 155 号  

平成 29 年７月 18 日  

 

 

生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中

国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく介護機関

の廃止について 

 

 

 生活保護法（昭和 25年法律第 144号）及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並

びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成

６年法律第 30号）に基づく介護機関について、生活保護法第 54条の２第４項にお

いて準用する第 50 条の２及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国

した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第 14 条第４項の規

定による指定介護機関より、次のとおり廃止の届出があった。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

名   称 

（廃止する事業の種類） 廃止年月日 

所 在 地 

デイサービスセンター てぃーだの森 

（地域密着型通所介護） 
平成29年４月30日 

那覇市安謝二丁目 23番 29号 
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ヘルパーステイション琉球の街 

（訪問介護） 平成29年４月30日 

長田一丁目 13番 50号 安里荘１階 

デイサービス琉球の街 

（通所介護、介護予防通所介護、通所型サービス（みなし）） 平成29年４月30日 

長田一丁目 13番 50号 安里荘１階 

デイサービスなんくる 三原店 

（通所介護、介護予防通所介護、通所型サービス（みなし）） 平成29年６月30日 

三原二丁目７番 23号 山城ビル１階 

 

 

 

 

生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国

した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく施

術機関の指定について（保護管理課） 

那覇市告示第 156 号  

平成 29 年７月 18 日  

 

 

生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中

国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく施術機関

の指定について 

 

 

 生活保護法（昭和 25年法律第 144号）及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並

びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成

６年法律第 30号）に基づく施術機関について、生活保護法第 55条第１項及び中国

残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者

の自立の支援に関する法律第 14条第４項の規定による指定施術機関として、次のと

おり指定した。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

 

 

 



    那 覇 市 公 報    第１６９６号   2017（平成29）年７月18日 

 

 

743 

施 術 者 施術の種類 指定年月日 

施術所名称 施術所所在地 

伊保 瞳 
はり・きゅう 

あん摩･マッサージ 
平成29年５月29日 

（出張専業） － 

新里 梨紗 はり・きゅう 平成29年５月29日 

琉球治療院 
那覇市銘苅二丁目 11番 19号 

グローヴィーサイト新都心 201 

佐藤 友里 はり・きゅう 平成29年５月29日 

琉球治療院 
那覇市銘苅二丁目 11番 19号 

グローヴィーサイト新都心 201 

新城 由紀乃 はり・きゅう 平成29年５月29日 

琉球治療院 
那覇市銘苅二丁目 11番 19号 

グローヴィーサイト新都心 201 

田端 浩子 
はり・きゅう 

あん摩･マッサージ 
平成29年６月12日 

株式会社フレアス 那覇市銘苅一丁目９番 28号 ２階 

氏家 康子 
はり・きゅう 

あん摩･マッサージ 
平成29年６月12日 

株式会社フレアス 那覇市銘苅一丁目９番 28号 ２階 
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生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国

した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく施

術機関の廃止について（保護管理課） 

那覇市告示第 157 号  

平成 29 年７月 18 日  

 

 

生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中

国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく施術機関

の廃止について 

 

 生活保護法（昭和 25年法律第 144号）及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並

びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成

６年法律第 30号）に基づく施術機関について、生活保護法第 55条第２項において

準用する第 50 条の２及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した

中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第 14 条第４項の規定に

よる指定施術機関より、次のとおり廃止の届出があった。 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

施 術 者 

施 術 所 名 称 

廃止年月日 

施 術 所 所 在 地 

金城 千哉 

琉球治療院 

平成 28年８月１日 
那覇市銘苅二丁目 11番 19号 

グローヴィーサイト新都心 201 

 

平成 29 年度那覇市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）（国

民健康保険課） 

那覇市告示第 158 号  

平成 29 年７月 18 日  

 

 

平成 29年（2017年）９月那覇市議会定例会で議決された平成 29年度那覇市国民

健康保険事業特別会計補正予算（第２号）の要領は次のとおりである。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  
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平成 29年度那覇市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号） 

 

平成 29 年度那覇市の国民健康保険事業特別会計の補正予算（第２号）は、次に

定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 97,416千円を減額し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 50,508,039千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

第１表 歳入歳出予算補正 

 歳 入 

款 項 補正前の額 補正額 計 
 
３ 国庫支出金  

千円 
14,989,060 

千円 
△392,003 

千円 
14,597,057 

１ 国庫負担金 9,368,794 △260,423 9,108,371 

２ 国庫補助金 5,620,266 △131,580 5,488,686 
 
４ 療養給付費

等交付金 
 1,175,951 △42,741 1,133,210 

１ 療養給付費等

交付金 
1,175,951 △42,741 1,133,210 

５ 前期高齢者

交付金 
 3,475,241 826,409 4,301,650 

１ 前期高齢者交

付金 
3,475,241 826,409 4,301,650 

 
６ 県支出金  2,885,868 △65,104 2,820,764 

１ 県補助金 2,340,729 △65,104 2,275,625 
 
９ 繰入金  5,060,651 947 5,061,598 

１ 他会計繰入金 5,060,650 947 5,061,597 
 
10 諸収入  3,243,124 △424,924 2,818,200 

３ 雑入 3,196,421 △424,924 2,771,497 

歳 入 合 計 50,605,455 △97,416 50,508,039 

 

 

 



    那 覇 市 公 報    第１６９６号   2017（平成29）年７月18日 

 

 

746 

 

歳  出  

款 項 補正前の額 補正額 計 

 
１ 総務費  

千円 
668,053 

千円 
947 

千円 
669,000 

１ 総務管理費 502,514 947 503,461 

 
２ 保険給付費  26,919,706 0 26,919,706 

１ 療養諸費 22,825,653 0 22,825,653 

２ 高額療養費 3,783,584 0 3,783,584 

 
３ 後期高齢者

支援金等 
 4,666,673 △112,115 4,554,558 

１ 後期高齢者支

援金等 
4,666,673 △112,115 4,554,558 

 
４ 前期高齢者

納付金等 
 3,310 13,752 17,062 

１ 前期高齢者納

付金等 
3,310 13,752 17,062 

歳 出 合 計 50,605,455 △97,416 50,508,039 

 

 

 

公    告 

那覇広域都市計画道路事業の事業計画変更認可に係る縦覧について

（道路建設課） 

那覇市公告第 127 号  

平成 29 年６月 22 日  

掲 示 済  

 

 

那覇広域都市計画道路事業の事業計画変更認可に係る縦覧について 

 

 

都市計画法（昭和43年法律第100号）第63条第２項の規定において準用する同

法第62条第１項の規定に基づき、図書の写し等の送付を受けたので、同法第62条

第２項の規定により、次のとおり公衆の縦覧に供する。 

 

那覇市長 城 間 幹 子  
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１ 都市計画事業の種類及び名称 

（１）種類 那覇広域都市計画道路事業 

（２）名称 ９・７・１号 沖縄都市モノレール 

 

２ 施行者の名称   那覇市 

 

３ 縦覧場所及び縦覧期間 

（１）場所 那覇市建設管理部道路建設課 

（２）期間 平成29年６月22日～平成32年３月31日 

 

 

制限付一般競争入札（事後審査型）の実施について（クリーン推進課） 

 

那覇市公告第 138 号  

平成 29 年６月 30 日  

掲 示 済  

 

制限付一般競争入札（事後審査型）の実施について 

 

 

次のとおり制限付一般競争入札を実施するので、地方自治法施行令第 167条の６

の規定により公告する。 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

１．入札に付する事項 

 （１）件 名 ：大名橋点検調査業務委託 

（２）履 行 期 間 ：契約日から 90日間 

（３）所 在 地 ：南風原町字大名宮城原８－５ 

（４）概 要 ：国土交通省「橋梁定期点検要領(案)」に基づく点検調査 

（５）最低制限価格 ：設けない。 

 

２．入札参加資格要件    ※入札公告日までに次ぎの資格を全て満たすこと。 

 （１）過去２年間に本市その他の官公庁とその種類及び規模をほぼ同じくする契

約を２回以上にわたって締結し、これらを誠実に履行していること。  

 （２）那覇市法制契約課に委託業者の土木関係建設コンサルタント業務の業種で

登録されていること、及び市内で登録されていること。 

 

３．入札保証金： 免除 

（入札参加条件、那覇市契約規則第８条第１項第３号による） 

 

４．契約保証金： 免除（那覇市契約規則第 30条第１項第９号による） 

 



    那 覇 市 公 報    第１６９６号   2017（平成29）年７月18日 

 

 

748 

 

５．入札説明会等： 入札説明、現場説明会は行いませんので、入札案内及び仕様

書を熟読し、不明な点がございましたら、入札案内に従い担当

課まで問い合わせ下さい。 

入札案内及び仕様書、入札書、委任状は那覇市ホームページ

のクリーン推進課の「お知らせ」よりダウンロードできます。 

 

６．入札日時： 入札案内に記載されています。    

   

７．担当課：  クリーン推進課 管理グループ 喜屋武   

    TEL：098-889-3567   FAX：098-888-1274 

 

福祉施設等との随意契約の公表について（公園管理課） 

那覇市公告第 144 号  

平成 29 年７月３日  

掲 示 済  

 

福祉施設等との随意契約の公表について 

 

 

那覇市契約規則第 21条第１項の規定により次のとおり公表します。 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

１ 契約内容 

   花壇花卉植栽維持管理業務委託（その１）、（その２）、（その３）、（その４） 

                         

２ 契約相手方の決定方法又は選定基準 

  １） 地方自治法施行令第 167条の２第１項第３号に規定する福祉施設等であ

ること。 

２） 業務の円滑な履行が可能であること。 

３） 本市在住の障害者の自立・自助支援を展開し、組織的な支援活動を行っ

ている法人組織の福祉施設等であること。 

４） 本市と契約実績があること。または業務の円滑な履行が可能であると認

められること。 

 

３ 申請方法 

見積書（新規に申請する団体は業務履行が可能であることを証明する申請書）、

福祉施設等であることを証明する書類（登記簿謄本など）及び那覇市在住の利

用者受入内訳書提出（７月 21日㈮まで） 

 

４ 契約担当課 

建設管理部 公園管理課 電話 951－3239 
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都市計画の図書の写しの縦覧について（都市計画課） 

那覇市公告第 145 号  

平成 29 年７月３日  

掲 示 済  

 

都市計画の図書の写しの縦覧について 

 

 

沖縄県から都市計画法(昭和 43年法律第 100号)第 21条第２項において準用する

同法第 20条第１項の規定による都市計画変更図書の写しの送付を受けたので、同条

第２項及び同法施行規則(昭和 44年建設省令第 49号)第 12条の規定により、次のと

おり当該図書の写しを公衆の縦覧に供する。 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

 １ 都市計画の種類：都市計画区域の整備、開発及び保全の方針 

 

 ２ 都市計画の名称：那覇広域都市計画「都市計画区域の整備、開発及び保全の

方針」 

 

３ 縦 覧 場 所：那覇市都市計画部都市計画課 

 

 

那覇広域都市計画地区計画の変更について（都市計画課） 

那覇市公告第 171 号  

平成 29 年７月 18 日  

掲 示 済  

 

那覇広域都市計画地区計画の変更について 

 

 

 都市計画法（昭和 43年法律第 100号）第 21条第２項において準用する同法第 19

条第１項の規定により、都市計画を変更したいので、同法第 21 条第２項において

準用する同法第 17 条第１項の規定により、次のとおり公告し、当該都市計画の案

を公衆の縦覧に供します。 

 なお、同法第 17 条第２項の規定により、市民及び利害関係人は、当該都市計画

の案について、縦覧期間満了の日までに那覇市に意見書を提出することができます。 

 

 

那覇市                    

上記代表者 那覇市長  城間 幹子     
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１ 都市計画の種類 

那覇広域都市計画地区計画（那覇市空港南地区地区計画） 

 

２ 都市計画を定める土地の区域 

 那覇市字具志の一部 

 

３ 都市計画の案の縦覧場所 

   那覇市都市計画部都市計画課（那覇市役所９階） 

 

４ 都市計画の案の縦覧期間 

   平成 29年７月 18日（火）から平成 29年８月１日（火）まで 

  （午前８時 30分から午後５時 15分まで。ただし、土・日・祝日は除く。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上下水道局規程 

 

那覇市上下水道局企業職員就業規程の一部を改正する規程 

那覇市上下水道局規程第 15 号  

平 成 2 9 年 ６ 月 3 0 日  

公 布 済  

 

 

那覇市上下水道局企業職員就業規程の一部を改正する規程をここに公布する。 

 

 

那覇市上下水道事業管理者  

上下水道局長  兼次  俊正  
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那覇市上下水道局臨時職員の身分取扱いに関する規程の一部を改正

する規程 

那覇市上下水道局規程第 16 号  

平 成 2 9 年 ６ 月 3 0 日  

公 布 済  

 

 

那覇市上下水道局臨時職員の身分取扱いに関する規程の一部を改正する規程を

ここに公布する。 

 

 

那覇市上下水道事業管理者  

上下水道局長  兼次  俊正  
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上下水道局告示 

 

那覇市排水設備指定工事店の異動について 

那覇市上下水道局告示第６号  

平 成 2 9 年 ６ 月 2 1 日  

掲 示 済  

 

 

那覇市排水設備指定工事店の異動について 

 

 

那覇市排水設備指定工事店規程第 10 条の規定に基づき、次のとおり異動がある

ので告示する。 

 

那覇市上下水道事業管理者  

上下水道局長  兼次  俊正  

 

      指定（登録）番号  第 173 号 

      指定工事店名    久建工業株式会社 

      営業所所在地    那覇市小禄２丁目６番地 11  

代表者名      伊野波 盛文 

有効期間      自 平成29年４月１日 

                至 平成34年３月31日 

異動事由 代表者の変更 

 

指定（登録）番号  第 206 号 

      指定工事店名    沖縄環境企画株式会社 

      営業所所在地    那覇市字仲井真 107番地  

代表者名      大城 安世 

有効期間      自 平成27年４月１日 

                至 平成32年３月31日 

異動事由 代表者の変更 

 

 

那覇市排水設備指定工事店の新規指定について 

那覇市上下水道局告示第７号  

平 成 2 9 年 ６ 月 2 1 日  

掲 示 済  

 

 

那覇市排水設備指定工事店の新規指定について 
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那覇市排水設備指定工事店規程第 10 条の規定に基づき、次のとおり新規指定が

あったので告示する。 

 

那覇市上下水道事業管理者  

上下水道局長  兼次  俊正  

 

 

新 規 指 定 

 

      指定（登録）番号  第 497 号 

      指定工事店名    新秀設備 

      営業所所在地    南風原町字兼城 217番地 

ＮｅｗＧｒａｄマンション 102  

代表者名      新垣 秀和 

有効期間      自 平成 29年６月 16日 

                至 平成 34年３月 31日 

 

 

 

那覇市排水設備指定工事店の異動について 

那覇市上下水道局告示第８号  

平 成 2 9 年 ６ 月 2 1 日  

掲 示 済  

 

 

那覇市排水設備指定工事店の異動について 

 

 

那覇市排水設備指定工事店規程第 10 条の規定に基づき、次のとおり異動がある

ので告示する。 

 

那覇市上下水道事業管理者  

上下水道局長  兼次  俊正  

 

 

    指定（登録）番号  第 485 号 

    指定工事店名    株式会社パイプマン 

    営業所所在地    豊見城市字与根 212番地 17 

代表者名      菊地 伴和 

指定の有効期間   自 平成 28年４月 12日 

              至 平成 33年３月 31日 

    異動事由      営業所所在地の変更 
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教育委員会規則 

那覇市学校給食センター設置条例の一部を改正する条例の施行期日

を定める規則 

那覇市教育委員会規則第３号  

平 成 2 9 年 ６ 月 3 0 日  

公 布 済  

 

 

 那覇市学校給食センター設置条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

をここに公布する。 

 

 

那 覇 市 教 育 委 員 会 

委員長  神 村 洋 子  

 

 

那覇市学校給食センター設置条例の一部を改正する条例の施行期日を定め

る規則 

 

 

那覇市学校給食センター設置条例の一部を改正する条例(平成29年那覇市条例第

５号)の施行期日は、平成29年７月１日とする。 

 

 

 

 

 

 

那覇市学校給食センター管理規則の一部を改正する規則 

那覇市教育委員会規則第４号  

平 成 2 9 年 ６ 月 3 0 日  

公 布 済  

 

 

 那覇市学校給食センター管理規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

 

那 覇 市 教 育 委 員 会 

委員長  神 村 洋 子  
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教育委員会公告 

 

那覇市若狭公民館指定管理者の指定申請について 

那覇市教育委員会公告第 11 号  

平 成 2 9 年 ７ 月 ７ 日  

掲 示 済  

 

 

那覇市若狭公民館指定管理者の指定申請について 

 

 

那覇市公民館条例第19条の規定により、平成30年４月から那覇市若狭公民館の管

理運営を行う指定管理者を次のとおり募集します。 

 

 

                      那 覇 市 教 育 委 員 会  

                      教 育 長 渡慶次 克 彦  

 

 

１ 名称及び位置 

  那覇市若狭公民館       那覇市若狭２丁目12番１号 

 

２ 管理の基準及び業務の範囲 

  那覇市若狭公民館指定管理者募集要項及び同業務仕様書のとおり。 

 

３ 指定予定期間 

  平成30年４月１日から平成33年３月31日まで(３年間) 

 

４ 応募に関する事項 

（1）応募資格 

指定期間中、那覇市若狭公民館の管理運営を円滑かつ安定して実施できる法人

その他の団体とします。また、社会教育法及び那覇市の公民館運営目標を十分に

理解し、次に掲げる要件を全て満たすこととします。但し、個人の応募は不可と

します。 

①団体が単独で応募する場合 

ア 本市内に本店（主たる事務所）を有する団体であること。 

②共同企業体で応募する場合 

   ア 代表者及び構成員：本市内に本店（主たる事務所）を有する団体であるこ

と。 

    イ  代表団体を定めたうえで、代表団体及び共同企業体の構成員間で協定を締

結すること。 
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ウ 同一団体が異なる複数の共同企業体の構成員になることはできません。 

 

（2）欠格事項 

    次に該当する法人等は、申請をすることができません。これらの団体が行っ

た申請は無効とします。共同企業体の場合には、代表等のほか、構成員のいず

れかが次に該当した場合には、当該共同企業体が行った申請は無効とします。 

①市税等の滞納をしている法人等。 

②応募の際、現に本市から一般競争入札等の参加を制限されている法人等。 

③過去１年以内に本市又は他の地方公共団体から指定管理者の指定の取り消し

を受けている法人等。 

  ④会社の更正法及び民事再生法等に基づく手続き中の法人等。 

  ⑤団体の代表者及び役員が破産者又は禁固以上の刑に処せられている法人等。 

 ⑥宗教活動及び政治活動を主たる目的とする法人等。 

⑦暴力団による不当な行為の防止法等に関する法律（平成３年法律第77号）第

２条第２号に掲げる暴力団及びそれらの利益となる活動を行う法人等。 

 

５ 申請の方法 

(1) 那覇市若狭公民館指定管理者募集要項及び同業務仕様書のとおり。 

(2) 募集要項等の配布 

    配布期間：平成29年７月７日(金)から平成29年９月８日(金)まで 

(土曜、日曜及び祝日を除く)  

    配布時間：午前９時から午後５時まで 

(正午から午後１時までの間を除く) 

    配布場所：那覇市教育委員会生涯学習部 生涯学習課 

         (那覇市役所 本庁舎10階) 

   所定の様式の電子データについては、那覇市教育委員会生涯学習課 

ホームページからダウンロードすることもできます。 

(3) 指定申請書の提出方法 持参により下記場所へ提出して下さい。 

    場所： 那覇市泉崎１丁目１番１号 那覇市役所10階 

那覇市教育委員会生涯学習部 生涯学習課 

 

６ 申請を受付する期間 

(1) 受付期間：平成29年７月７日(金)から平成29年９月８日(金)まで 

                (土曜、日曜及び祝日を除く) 

(2) 受付時間：午前９時から午後５時まで 

（正午から午後１時までの間を除く） 

７ 説明会及び施設見学会の開催 

   那覇市若狭公民館の説明会及び施設見学会を開催します。なお、この説明会

に参加しなくても応募することはできます。 

(1) 日  時：平成29年７月25日(火)午後２時から 

(2) 場  所：那覇市若狭公民館 研修室１（２階） 

        那覇市若狭２丁目12番１号 
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(3) 申込受付： ７月20日（木）午後５時までに、問い合わせ先のメールアドレス

へ那覇市若狭公民館説明会及び施設見学会参加申込書（様式７）を

メール、またはFAXで提出してください。なお、参加人数は１団体３

名までとします。 

 

８ 問い合わせ先 

   那覇市教育委員会 生涯学習部 生涯学習課 

   住所  〒900-8585 那覇市泉崎１丁目１番１号 

   電話  098-917-3502 

   FAX   098-917-3521 

      E-mail e-s-sya001@neo.city.naha.okinawa.jp 

 

 

那覇市繁多川公民館指定管理者の指定申請について 

那覇市教育委員会公告第 12 号  

平 成 2 9 年 ７ 月 ７ 日  

掲 示 済  

 

 

那覇市繁多川公民館指定管理者の指定申請について 

 

 

 那覇市公民館条例第19条の規定により、平成30年４月から那覇市繁多川公民館の

管理運営を行う指定管理者を次のとおり募集します。 

 

 

                      那 覇 市 教 育 委 員 会  

                      教 育 長 渡慶次 克 彦  

 

 

１ 名称及び位置 

  那覇市繁多川公民館   那覇市繁多川４丁目１番38号 

 

２ 管理の基準及び業務の範囲 

  那覇市繁多川公民館指定管理者募集要項及び同業務仕様書のとおり。 

 

３ 指定予定期間 

  平成30年４月１日から平成33年３月31日まで(３年間) 

 

４ 応募に関する事項 

（1）応募資格 

指定期間中、那覇市繁多川公民館の管理運営を円滑かつ安定して実施できる法 

 

mailto:e-s-sya001@neo.city.naha.okinawa.jp
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人その他の団体とします。また、社会教育法及び那覇市の公民館運営目標を十

分に理解し、次に掲げる要件を全て満たすこととします。但し、個人の応募は

不可とします。 

①団体が単独で応募する場合 

ア 本市内に本店（主たる事務所）を有する団体であること。 

②共同企業体で応募する場合 

   ア 代表者及び構成員：本市内に本店（主たる事務所）を有する団体であるこ

と。 

    イ  代表団体を定めたうえで、代表団体及び共同企業体の構成員間で協定を締

結すること。 

ウ 同一団体が異なる複数の共同企業体の構成員になることはできません。 

 

（2）欠格事項 

    次に該当する法人等は、申請をすることができません。これらの団体が行っ

た申請は無効とします。共同企業体の場合には、代表等のほか、構成員のいず

れかが次に該当した場合には、当該共同企業体が行った申請は無効とします。 

①市税等の滞納をしている法人等。 

②応募の際、現に本市から一般競争入札等の参加を制限されている法人等。 

③過去１年以内に本市又は他の地方公共団体から指定管理者の指定の取り消し

を受けている法人等。 

  ④会社の更正法及び民事再生法等に基づく手続き中の法人等。 

  ⑤団体の代表者及び役員が破産者又は禁固以上の刑に処せられている法人等。 

 ⑥宗教活動及び政治活動を主たる目的とする法人等。 

⑦暴力団による不当な行為の防止法等に関する法律（平成３年法律第77号）第

２条第２号に掲げる暴力団及びそれらの利益となる活動を行う法人等。 

 

５ 申請の方法 

(1) 那覇市繁多川公民館指定管理者募集要項及び同業務仕様書のとおり。 

(2) 募集要項等の配布 

    配布期間：平成29年７月７日(金)から平成29年９月８日(金)まで 

(土曜、日曜及び祝日を除く)  

    配布時間：午前９時から午後５時まで 

(正午から午後１時までの間を除く) 

    配布場所：那覇市教育委員会生涯学習部 生涯学習課 

(那覇市役所 本庁舎10階) 

   所定の様式の電子データについては、那覇市教育委員会生涯学習課 

ホームページからダウンロードすることもできます。 

(3) 指定申請書の提出方法 持参により下記場所へ提出して下さい。 

    場所：那覇市泉崎１丁目１番１号 那覇市役所10階 

       那覇市教育委員会生涯学習部 生涯学習課 
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６ 申請を受付する期間 

(1) 受付期間：平成29年７月７日(金)から平成29年９月８日(金)まで 

                (土曜、日曜及び祝日を除く) 

(2) 受付時間：午前９時から午後５時まで 

（正午から午後１時までの間を除く） 

 

７ 説明会及び施設見学会の開催 

   那覇市繁多川公民館の説明会及び施設見学会を開催します。なお、この説明

会に参加しなくても応募することはできます。 

(1) 日  時：平成29年７月24日(月)午後２時から 

(2) 場  所：那覇市繁多川公民館 実習室（２階） 

        那覇市繁多川４丁目１番38号 

(3) 申込受付： ７月20日（木）午後５時までに、問い合わせ先のメールアドレス

へ那覇市繁多川公民館説明会及び施設見学会参加申込書（様式７）

をメール、またはFAXで提出してください。なお、参加人数は１団

体３名までとします。 

 

８ 問い合わせ先 

   那覇市教育委員会 生涯学習部 生涯学習課 

   住所  〒900-8585 那覇市泉崎１丁目１番１号 

   電話  098-917-3502 

   FAX   098-917-3521 

      E-mail e-s-sya001@neo.city.naha.okinawa.jp 

 

 

選挙管理委員会告示 

 

公営ポスター掲示場の設置場所について 

那覇市選挙管理委員会告示第２号  

平 成 2 9 年 ６ 月 2 6 日  

掲 示 済  

 

 

公営ポスター掲示場の設置場所について 

 

 

平成29年７月９日執行の那覇市議会議員一般選挙における公職選挙法第144条の

２第４項の規定によるポスター掲示場を次のとおり設置する。 

 

那覇市選挙管理委員会 

委員長 唐 眞 弘 安 
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公営ポスター掲示場にポスターの掲示を開始することのできる日に

ついて 

那覇市選挙管理委員会告示第３号  

平 成 2 9 年 ６ 月 2 6 日  

掲 示 済  

 

 

公営ポスター掲示場にポスターの掲示を開始することのできる日について 

 

 

平成 29 年７月９日執行の那覇市議会議員一般選挙において、公職選挙法第 144

条の２第５項の規定によるポスター掲示場のポスターの掲示を開始することのでき

る日は、平成 29年７月２日からである。 

 

 

 

那覇市選挙管理委員会 

委員長 唐 眞 弘 安 
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特定国外派遣隊員の不在者投票用紙等の交付及び郵送開始日につい

て 

那覇市選挙管理委員会告示第４号  

平 成 2 9 年 ６ 月 2 6 日  

掲 示 済  

 

 

特定国外派遣隊員の不在者投票用紙等の交付及び郵送開始日について 

 

 

平成 29 年 ７ 月 ９ 日執行の那覇市議会議員一般選挙において、公職選挙法施

行令（昭和 25年政令第 89号）第 59条の５の４第７項の規定により、告示日前に投

票用紙及び投票用封筒を交付し又は郵便をもって発送する場合、その交付及び発送

を開始する日は、平成 29年 ６ 月 27日とする。 

 

 

那覇市選挙管理委員会 

委員長 唐 眞 弘 安 

 

 

選挙人名簿の登録に係る被登録資格の決定の基準日、登録の日につい

て 

那覇市選挙管理委員会告示第５号  

平 成 2 9 年 ７ 月 １ 日  

掲 示 済  

 

 

選挙人名簿の登録に係る被登録資格の決定の基準日、登録の日について 

 

 

平成 29 年７月９日執行の那覇市議会議員一般選挙において、公職選挙法（昭和

25 年法律第 100 号）第 22 条第２項の規定による選挙人名簿の登録について、被登

録資格の決定の基準日、登録の日を次のとおり定める。 

 

 

那覇市選挙管理委員会 

委員長 唐 眞 弘 安 

 

 

１ 被登録資格の決定の基準日  平成 29年７月１日 

（ただし、年齢については平成 29年７月 10日） 

 

２ 登  録  の  日    平成 29年７月１日 
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直接請求に要する選挙権を有する者の数について 

那覇市選挙管理委員会告示第６号  

平 成 2 9 年 ７ 月 １ 日  

掲 示 済  

 

 

直接請求に要する選挙権を有する者の数について 

 

 

地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 74条第１項及び第 75条第１項並びに市

町村の合併の特例に関する法律（昭和 40年法律第６号）第４条第１項及び第５条第

１項に規定する選挙権を有する者の総数の 50分の１の数並びに地方自治法第 76条

第１項、第 80条第１項、第 81条第１項及び第 86条第１項並びに地方教育行政の組

織及び運営に関する法律（昭和 31年法律第 162号）第８条第１項に規定する選挙権

を有する者の総数の３分の１の数並びに市町村の合併の特例に関する法律第４条第

11 項及び第５条第 15 項に規定する選挙権を有する者の総数の６分の１の数は、そ

れぞれ次のとおりである。 

 

那覇市選挙管理委員会 

委員長 唐 眞 弘 安 

 

 

１ 選挙権を有する者の総数の 50分の１の数    5,237人 

 

２ 選挙権を有する者の総数の３分の１の数    87,277人 

 

３ 選挙権を有する者の総数の６分の１の数    43,639人 

 

那覇市議会議員一般選挙の期日について 

那覇市選挙管理委員会告示第７号  

平 成 2 9 年 ７ 月 ２ 日  

掲 示 済  

 

 

那覇市議会議員一般選挙の期日について 

 

 

公職選挙法（昭和 25年法律第 100号）第 33条第１項の規定により、任期満了に

よる那覇市議会議員一般選挙を次のとおり行う。 

 

那覇市選挙管理委員会 

委員長 唐 眞 弘 安 
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１ 選 挙 期 日     平成 29年７月９日 

 

２ 選挙すべき議員数   40人 

 

 

投票用紙の色について 

那覇市選挙管理委員会告示第８号  

平 成 2 9 年 ７ 月 ２ 日  

掲 示 済  

 

 

投票用紙の色について 

 

 

平成 29 年７月９日執行の那覇市議会議員一般選挙の投票用紙の色を次のとおり

定める。 

 

 

那覇市選挙管理委員会 

委員長 唐 眞 弘 安 

 

 

１ 那覇市議会議員一般選挙用紙の色        白 色 

 

２ 那覇市議会議員一般選挙用紙印刷の文字の色   赤 色 

 

 

投票所について 

那覇市選挙管理委員会告示第９号  

平 成 2 9 年 ７ 月 ２ 日  

掲 示 済  

 

 

投票所について 

 

 

平成 29 年７月９日執行の那覇市議会議員一般選挙の投票所を別紙のとおり 定

める。 

 

 

那覇市選挙管理委員会 

委員長 唐 眞 弘 安 
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投票管理者及びその職務代理者の氏名等について 

那覇市選挙管理委員会告示第 10 号  

平 成 2 9 年 ７ 月 ２ 日  

掲 示 済  

 

 

投票管理者及びその職務代理者の氏名等について 

 

平成 29 年７月９日執行の那覇市議会議員一般選挙における各投票区の投票管理

者及びその職務を代理すべき者を別紙のとおり選任した。 

 

那覇市選挙管理委員会 

委員長 唐 眞 弘 安 
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期日前投票所について 

那覇市選挙管理委員会告示第 11 号  

平 成 2 9 年 ７ 月 ２ 日  

掲 示 済  

 

期日前投票所について 

 

 

平成 29 年７月９日執行の那覇市議会議員一般選挙の 期日前投票の場所を別紙

のとおり定める。 

 

 

那覇市選挙管理委員会 

委員長 唐 眞 弘 安 
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期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者の氏名等に

ついて 

那覇市選挙管理委員会告示第 12 号  

平 成 2 9 年 ７ 月 ２ 日  

掲 示 済  

 

 

期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者の氏名等について 

 

 

平成 29 年７月９日執行の那覇市議会議員一般選挙に おける期日前投票所の投

票管理者及びその職務を代理すべき者を別紙のとおり選任した。 

 

 

那覇市選挙管理委員会 

委員長 唐 眞 弘 安 
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投票記載所の氏名等掲示の順序を定めるくじを行う日時及び場所に

ついて 

那覇市選挙管理委員会告示第 13 号  

平 成 2 9 年 ７ 月 ２ 日  

掲 示 済  

 

 

投票記載所の氏名等掲示の順序を定めるくじを行う日時及び場所について 

 

 

平成 29 年７月９日執行の那覇市議会議員一般選挙における投票記載所の氏名等

の掲示（氏名掲示）の順序を定めるくじを行う日時及び場所を次のように定める。 

 

那覇市選挙管理委員会 

委員長 唐 眞 弘 安 

 

 

１ 日 時  平成 29年７月２日（日） 午後５時 

 

２ 場 所  那覇市泉崎１丁目１番１号 那覇市役所本庁舎 12階 

那覇市選挙管理委員会 

 

 

選挙公報の掲載順序を定めるくじを行う日時及び場所について 

那覇市選挙管理委員会告示第 14 号  

平 成 2 9 年 ７ 月 ２ 日  

掲 示 済  

 

 

選挙公報の掲載順序を定めるくじを行う日時及び場所について 

 

 

平成 29年７月９日執行の那覇市議会議員一般選挙における選挙公報の掲載順

序を定めるくじを行う日時及び場所を次のように定める。 

 

那覇市選挙管理委員会 

委員長 唐 眞 弘 安 

 

 

１ 日 時  平成 29年７月２日（日）  午後５時 30分 

 

２ 場 所  那覇市泉崎１丁目１番１号  那覇市役所本庁舎 12階 

那覇市選挙管理委員会 
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選挙長及びその職務を代理すべき者の氏名等について 

那覇市選挙管理委員会告示第 15 号  

平 成 2 9 年 ７ 月 ２ 日  

掲 示 済  

 

 

選挙長及びその職務を代理すべき者の氏名等について 

 

 

平成 29 年７月９日執行の那覇市議会議員一般選挙における選挙長及びその職務

を代理すべき者を次のとおり選任した。 

 

那覇市選挙管理委員会 

委員長 唐 眞 弘 安 

 

選 挙 長 

氏 名 唐眞 弘安 

住 所 
那覇市首里末吉町３丁目 50番地１ 

末吉共同住宅２－407 

職務を代理すべき者 

氏 名 松田 義之 

住 所 那覇市古島２丁目３番地５ 

 

開票事務と選挙会事務の合同について 

那覇市選挙管理委員会告示第 16 号  

平 成 2 9 年 ７ 月 ２ 日  

掲 示 済  

 

 

開票事務と選挙会事務の合同について 

 

 

平成 29 年７月９日執行の那覇市議会議員一般選挙おいて、公職選挙法（昭和  

25 年法律第 100 号）第 79 条第１項の規定により開票の事務は選挙会の事務にあわ

せて行うものとする。 

 

那覇市選挙管理委員会 

委員長 唐 眞 弘 安 

 



    那 覇 市 公 報    第１６９６号   2017（平成29）年７月18日 

 

 

821 

 

選挙会の場所及び日時について 

那覇市選挙管理委員会告示第 17 号  

平 成 2 9 年 ７ 月 ２ 日  

掲 示 済  

 

 

選挙会の場所及び日時について 

 

 

平成 29 年７月９日執行の那覇市議会議員一般選挙における選挙会の場所及び日

時は、次のとおりである。 

 

 

那覇市選挙管理委員会 

委員長 唐 眞 弘 安 

 

 

１ 日 時   平成 29年７月９日（日） 午後９時 10分 

 

２ 場 所   那覇市字識名 1227番地 

那覇市民体育館 メインアリーナ 

 

 

 

選挙運動に関する収入及び支出報告書の要旨の公表方法について 

那覇市選挙管理委員会告示第 18 号  

平 成 2 9 年 ７ 月 ２ 日  

掲 示 済  

 

 

選挙運動に関する収入及び支出報告書の要旨の公表方法について 

 

 

 平成 29 年７月９日執行の那覇市議会議員一般選挙の選挙運動に関する収入及び

支出の報告書の要旨の公表は次の方法で行う。 

 

 

那覇市選挙管理委員会 

委員長 唐 眞 弘 安 

 

 

公表の方法 ・・・ 那覇市公報に登載する。 
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選挙運動に関する支出金額の制限額について 

那覇市選挙管理委員会告示第 19 号  

平 成 2 9 年 ７ 月 ２ 日  

掲 示 済  

 

 

選挙運動に関する支出金額の制限額について 

 

 

 平成 29 年７月９日執行の那覇市議会議員一般選挙につき、公職選挙法（昭和 25

年法律第 100号）第 194条第１項第３号による選挙運動に関する支出金額は、次の

とおりである。 

 

那覇市選挙管理委員会 

委員長 唐 眞 弘 安 

 

那覇市議会議員一般選挙  5,479,500円 

期日前投票所における投票管理者の職務を代理すべき者の氏名等の

変更について 

那覇市選挙管理委員会告示第 20 号  

平 成 2 9 年 ７ 月 ４ 日  

掲 示 済  

 

 

期日前投票所における投票管理者の職務を代理すべき者の氏名等の変更に

ついて 

 

 

平成 29 年７月９日執行の那覇市議会議員一般選挙の期日前投票所における投票

管理者の職務を代理すべき者を次のとおり変更する。 

 

 

那覇市選挙管理委員会 

委員長 唐 眞 弘 安 

 

１ 投票所   期日前第５投票所 

 

２ 変更する者 

 

（変更前） 

日付 氏名 

７月５日 島袋 康平 
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（変更後） 

日付 氏名 

７月５日 松田 信男 

 

 

 

 

那覇市議会議員一般選挙選挙長告示 

 

選挙長の事務を行う場所について 

那覇市議会議員一般選挙選挙長告示第１号  

平 成 2 9 年 ７ 月 ２ 日  

掲 示 済  

 

 

選挙長の事務を行う場所について 

 

 

選挙管理事務執行取扱規程（昭和 63 年沖縄県選挙管理委員会告示第３号）第 86

条の規定により、平成 29年７月９日執行の那覇市議会議員一般選挙における選挙長

の事務を行う場所は、次のとおりである。 

 

 

那 覇 市 議 会 議 員 一 般 選 挙  

選 挙 長  唐 眞  弘 安  

 

 

１ 平成 29年７月２日（日） 

那覇市泉崎１丁目１番１号 那覇市役所本庁舎 12階 

   第１研修室 

 

 

２ 平成 29年７月３日（月）以降 

那覇市泉崎１丁目１番１号 那覇市役所本庁舎 12階 

那覇市選挙管理委員会 
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選挙立会人決定のくじを行う日時及び場所について 

那覇市議会議員一般選挙選挙長告示第２号  

平 成 2 9 年 ７ 月 ２ 日  

掲 示 済  

 

 

選挙立会人決定のくじを行う日時及び場所について 

 

 

平成 29 年７月９日執行の那覇市議会議員一般選挙における選挙立会人を定める

くじを行う日時及び場所は、次のとおりである。 

 

 

那 覇 市 議 会 議 員 一 般 選 挙  

選 挙 長  唐 眞  弘 安  

 

 

１ 日時 

平成 29年７月６日（木）午後５時 30分 

 

 

２ 場所 

那覇市泉崎１丁目１番１号 

那覇市役所本庁舎 12階 

那覇市選挙管理委員会 

 

 

 

候補者の届出について 

那覇市議会議員一般選挙選挙長告示第３号  

平 成 2 9 年 ７ 月 ２ 日  

掲 示 済  

 

 

候補者の届出について 

 

 

平成 29 年７月９日執行の那覇市議会議員一般選挙において、候補者として別紙

のとおり届出があった。 

 

那 覇 市 議 会 議 員 一 般 選 挙  

選 挙 長  唐 眞  弘 安  
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候補者届出の氏名訂正について 

那覇市議会議員一般選挙選挙長告示第４号  

平 成 2 9 年 ７ 月 ３ 日  

掲 示 済  

 

 

候補者届出の氏名訂正について 

 

 

平成 29 年７月９日執行の那覇市議会議員一般選挙における候補者届出の氏名につ

いて、誤りがありましたので、次のとおり訂正します。 

 

 

記 

 

 ○氏名正誤表 

 

届出番号 

ふ り が な 

候  補  者  氏  名 

訂正前 訂正後 

３４ アグニ  彰
あきら

 

（ 栗國  彰 ） 

アグニ  彰
あきら

 

（ 粟國  彰 ） 

 

（注）「 栗 」ではなく、「 粟 」が正しい。 

 

 

那 覇 市 議 会 議 員 一 般 選 挙  

選 挙 長  唐 眞  弘 安  
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候補者届出の本籍地訂正について 

那覇市議会議員一般選挙選挙長告示第５号  

平 成 2 9 年 ７ 月 ７ 日  

掲 示 済  

 
 

候補者届出の本籍地訂正について 
 
 
平成 29 年７月９日執行の那覇市議会議員一般選挙における候補者届出の氏名に

ついて、誤りがありましたので、次のとおり訂正します。 
 
 

記 

 
 
 ○本籍地正誤表 

 

届出番号 
ふ り が な 

候  補  者  氏  名 

２３ 大 山
おおやま

  たかお 
（ 大山  孝夫 ） 

本籍地 

訂正前 訂正後 

福岡県築上郡築上町 
大字 312番地 13 

福岡県築上郡築上町 
大字築城 312番地 13 

届出番号 
ふ り が な 

候  補  者  氏  名 

３４ アグニ  彰
あきら

 
（ 粟國  彰 ） 

本籍地 

訂正前 訂正後 

沖縄県那覇市 
識名 1108番地６ 

沖縄県那覇市 
字識名 1108番地６ 

 

 

那 覇 市 議 会 議 員 一 般 選 挙  

選 挙 長  唐 眞  弘 安  

 

 



    那 覇 市 公 報    第１６９６号   2017（平成29）年７月18日 

 

 

837 

 

監査委員告示 

 

包括外部監査の事務を補助する者について 

那覇市監査委員告示第２号   

平 成 2 9 年 ６ 月 2 9 日  

掲     示     済   

 

 

那覇市監査委員   新 城 和 範  

同      宮 里 善 博  

同      高 良 正 幸  

同      糸 数 昌 洋  

 

 

包括外部監査の事務を補助する者について 

 

 

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 252 条の 32 第１項に規定する包括外部

監査人の監査の事務を補助する者について、同条第２項の規定により、次のとおり

告示します。 

 

 

１ 監査の事務を補助する者の氏名及び住所 

氏名 住     所 

新見 研吾  

本永 敬三  

友利 健太  

 

２ 監査の事務を補助できる期間 

  平成 29年７月１日から平成 30年３月 31日まで 
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正    誤 

那覇市公報第 1694 号の正誤 

〇那覇市公報第 1694号の正誤 

 2017（平成 29）年６月 15日付け那覇市公報第 1694号の那覇市議会訓令第１号に

ついて、次のとおり訂正する。 

 

頁 訂正箇所 
訂正内容 

訂正前 訂正後 

468 上から３行目 平成 28年６月１日 平成 29年６月１日 

 

 

 

 

那覇市公報第 1695 号の正誤 

〇那覇市公報第 1695号の正誤 

 2017（平成 29）年７月３日付け那覇市公報第 1695 号の那覇市議会訓令第２号に

ついて、次のとおり訂正する。 

 

頁 訂正箇所 
訂正内容 

訂正前 訂正後 

498 上から３行目 平成 28年６月１日 平成 29年６月１日 

 

 


